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市政運営の総合指針２０１６の改定について 

 

本市では，総合計画に替えて，長期的な視点を踏まえた喫緊の重要課題に対応す

る計画として，平成２６年度からの３年間を期間とする「藤沢市市政運営の総合指

針２０１６」を平成２５年度に策定しました。平成２８年度は計画の最終年次とし

て，総合指針の改定作業を進めており，今回はこれまでの取組状況，本編（案），重

点事業（案）等について報告するものです。 

 

１ 庁内での検討状況 

市政運営の総合指針改定委員会を開催し，意見集約を行いました。 

各委員会会議の間には各部・課において，意見集約の状況報告と，会議ごとに

提議された検討，確認項目に関する議論を行いました。 

 (１) 市政運営の総合指針改定委員会における審議 

理事者，部長等により構成する市政運営の総合指針改定委員会を１３回開催

し，各部・課等から提案された意見，事務局案等に関する議論と意見集約を行

いました。 

 (２) 部内会議・課内会議等での検討 

政策課題，基本方針，重点方針等について，市政運営の総合指針改定委員会

の結果を踏まえ，会議ごとに提議された検討，確認項目について部内会議，課

内会議等で検討しました。 

 

２ 公聴等の実施結果（資料２） 

前回報告した市民意識調査と調査対象者による市民ワークショップに加え，パ

ブリックコメント，地区集会等での意見収集を行いました。 

 (１) パブリックコメント 

基本方針，重点方針の素案に対しパブリックコメントを実施しました。 

 (２) 各地区での意見交換 

１３地区の郷土づくり推進会議全体会や地区全体集会等で，総合指針改定に

関する説明会を行い，意見交換を実施しました。 
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３ （仮称）藤沢市市政運営の総合指針２０２０本編（案）（資料３） 

名称を「藤沢市市政運営の総合指針２０２０」とし，これまでの意見，検討結

果等を踏まえ，本編の案を作成しました。 

 

４ 重点事業（案）（資料４） 

重点施策の実現に向けて，特に緊急かつ重点的に取り組む事業を重点事業とし

て位置づけるもので，その案を作成しました。 

 

５ 今後の取組予定 

本編中の基本方針の部分については，平成２９年２月市議会定例会に議案とし

て提出します。 

重点事業については，第２次公共施設再整備プランにおける第２期短期プラン

等との整合を図るとともに，行財政改革による歳入確保，歳出抑制の効果を得な

がら，毎年度見直しを図ります。 
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公聴等の実施結果について 

 

 前回報告以降の市民意見の収集結果については，次のとおりです。 

 

１ パブリックコメント（市民意見公募） 

基本方針及び重点方針の素案に対し，パブリックコメントを実施しました。 

 (１) 実施期間 

平成２９年１１月２８日から１２月２８日まで 

 (２) 提出人数 

７人 

ア 郵送又は持参によるもの ５人 

イ インターネットによるもの ２人 

 (３) 意見数 

２１件 

ア 重点的な取組に関するもの ８件 

イ 取組の方法に関するもの ９件 

ウ 計画体系等に関するもの ４件 

 (４) 意見内容と回答 

別紙のとおり 

 

２ 各地区での意見交換 

各地区の郷土づくり推進会議全体会，地区全体集会等において基本方針，重点

方針の概要を説明し，質疑応答を行うとともに，意見・提案を依頼しました。 

 (１) 実施日程 

開催月日 開催会議 参加者数（人）

１０月２９日 片瀬地区全体集会 ７１

１１月１７日 遠藤まちづくり推進協議会 ２９

１１月１８日 長後地区郷土づくり推進会議 １６

１１月１９日 明治地区全体集会 ４１
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開催月日 開催会議 参加者数（人）

１１月２０日 藤沢地区全体集会 ２９

１１月２３日 鵠沼地区全体集会 ２５

１１月２４日 御所見地区全体集会 ３４

１１月２６日 長後地区全体集会 ８０

１１月２８日 湘南大庭地区郷土づくり推進会議・

自治会連合会合同会議 

５４

１２月 ３日 村岡地区説明会 １８

１２月 ４日 六会地区全体集会 ５９

１２月 ７日 村岡地区郷土づくり推進会議 ２１

１２月１０日 湘南台地区全体集会 ３８

１２月１０日 辻堂地区全体集会 ４２

１２月１７日 善行地区全体集会 ６３

合計 ６２０

 

 (２) 主な意見 

○  今後も新しい街と古くからの文化を大切にしていくべきである。 

○  支援を必要とする子どもへの支援は，さらにきめ細やかな対応を図るよ

う充実すべきである。 

○  緑の充実した都市にしていただきたい。 

○  空き家対策を充実し，防犯上の不安をなくすとともに，活用を図るべき

である。 

○  市民の健康増進に向けて，公園での体操等を充実すべきである。 

○  各都市拠点について，個性や特徴のある整備を進め，バランスのとれた

市を目指すべきである。 

○  取組には優先順位を付け，スケジュールを作成した上で進めていただき

たい。 

○  藤沢駅は線路を高架にし，地上階を有効に活用すべきである。 
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別紙　パブリックコメント（市民意見公募）の結果

№ 区分 内容 回答
1 １ 重点的な

取組につい
て

　生活環境の中での緑化を進
めるべきである。

　基本方針の目標の一つに「豊かな
環境をつくる」を位置づけ，環境保
全，都市景観の維持向上等に取り組
んでいきます。

2 １ 重点的な
取組につい
て

　保育，子育ての施設や環境
を充実すべきである。

　重点施策に「子どもの健やかな成
長に向けた支援の充実」を位置づ
け，保育環境の整備，子どもと子育
て家庭への支援の充実を図っていき
ます。

3 １ 重点的な
取組につい
て

　食の安全と安心に関する取
組を進めるべきである。

　基本方針の目標の一つに「地域経
済を循環させる」を位置づけ，食の
安全と安心を高め，地産地消，６次
産業化を推進する必要性について示
しています。

4 １ 重点的な
取組につい
て

　自動車の交通量を削減しつ
つ，歩道の段差を解消し，地
球温暖化対策，健康増進等の
観点から自転車が通行しやす
い環境を整備すべきである。

　重点施策に「防犯・交通安全対策
の充実」を位置づけ，歩道と自転車
の利用環境の整備を推進していきま
す。

5 １ 重点的な
取組につい
て

　災害時の都市機能維持に必
要なエネルギーの自立化・多
重化について位置づけるべき
である。

　基本方針の目標に「安全な暮らし
を守る」として，災害対策への総合
的な取組を位置づけるとともに，
「豊かな環境をつくる」として，再
生可能エネルギーへの取組の重要性
を位置づけ，総合的かつ長期的に取
り組むものとして考えています。

6 １ 重点的な
取組につい
て

　分散型エネルギーシステム
の構築に向けた分散型電源の
導入について言及いただきた
い。

　基本方針の目標の一つに「豊かな
環境をつくる」として，再生可能エ
ネルギーへの取組の重要性を位置づ
けるとともに，地球温暖化対策とし
ての位置づけもあわせ，個別の事業
においては，再生可能エネルギーの
推進，コージェネレーションやエネ
ルギーマネジメントシステムの導入
等を図っております。

7 １ 重点的な
取組につい
て

　高齢者，子ども，障がい者
への支援では，ボランティア
だけでなくバウチャー制度の
導入を検討すべきである。

　現在は，藤沢型地域包括ケアシス
テムとして，高齢者だけでなく，困
りごとを抱え，支援を必要とする市
民の皆様を支えあう地域の仕組みづ
くりに優先して取り組んでいます。
バウチャー制度については，所得再
分配の仕組みでもあり，利用時の差
別解消などの課題を含め，検討すべ
きものと考えています。
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№ 区分 内容 回答
8 １ 重点的な

取組につい
て

　不祥事の続発に対し，市職
員全員の倫理観を正すべきで
ある。

　不祥事の再発防止については，全
職員からのヒアリングの実施をはじ
め，全庁的に検証と対策を進めてき
ました。今後も，公務員としての自
覚，あり方を含めた再認識を図るよ
う，引き続き取り組んでまいりま
す。

9 ２ 取組の方
法について

　藤沢型地域包括ケアシステ
ムではサービスの担い手の数
が対応できず，人数の多い高
齢者サービスにマンパワーが
偏ることが懸念される。

　藤沢型地域包括ケアシステムにお
いては，地域での気づきや支えあい
を大切にしつつ，介護をはじめとす
る福祉サービスについては，適切な
サービス量を確保しながら取り組ん
でまいります。

10 ２ 取組の方
法について

　藤沢型地域包括ケアシステ
ムでは，１人の担い手が多岐
にわたる困りごとや課題に直
面するため，専門性が失われ
ることが懸念される。

　藤沢型地域包括ケアシステムにお
いては，市民一人ひとりの困りごと
や課題を適切にサービスにつないで
いくことを目指しています。専門性
が求められる場面においては，一人
の担い手が解決するのではなく，多
くの担い手の支えあいや専門性を生
かしながら解決に結びつけるものと
しています。

11 ２ 取組の方
法について

　生活の困りごとや悩みごと
について，相談窓口が分から
ず，制度も複雑であるので，
課題解決につながっていない
実情がある。当事者や当事者
に近いボランティア等を行っ
ている市民からの意見を聞
き，共に考えて行動できる体
制や場を築いていただきた
い。

　藤沢型地域包括ケアシステムの構
築においては，地域で活動される皆
様の取組やご意見が大変に重要なも
のとなりますので，対話の機会の充
実や窓口の分かりやすさの向上など
にも取り組んでまいります。

12 ２ 取組の方
法について

　支えあいの活動などを広く
市民に周知するなど，担い手
の気運が高まるよう，市とし
て取り上げて欲しい。

　重点方針の「取組の考え方」に
「マルチパートナーシップの推進」
を位置づけており，この推進に当
たっては目標の共有などの気運を高
めることが重要であると考えていま
す。

13 ２ 取組の方
法について

　市民後見人や郷土づくり推
進会議委員を希望する市民へ
の説明会や体験，養成，フォ
ローアップの講座などを行っ
て欲しい。

　市政運営の総合指針においては，
事業の具体的な進め方について位置
づけていないため，事業を実施する
際に配慮していきます。
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№ 区分 内容 回答
14 ２ 取組の方

法について
　生涯学習，スポーツ活動に
おいては，民間の資源を活用
しながら取り組むべきであ
る。

　重点方針の「取組の考え方」に
「マルチパートナーシップの推進」
を位置づけており，この推進に当
たっては，多様な主体との目標の共
有に基づく連携を推進し，取り組む
こととしております。

15 ２ 取組の方
法について

　１３地区での行政サービス
では人的資源が分散し，不効
率である。４地区程度に集約
することで，地域と本庁との
連携も取りやすくなると考え
る。

　地域でのまちづくりは，支えあい
により誰もが安心して暮らし続けら
れるために，今後一層重要となり，
小学校区など，さらに細分化して取
り組む必要があります。一方で，将
来的な財政状況を踏まえ，行政サー
ビスの効率化を図る必要があり，地
域で必要なサービスの種類やあり
方，本庁と地域の連携については，
行財政改革等の中で取り組んでいき
ます。

16 ２ 取組の方
法について

　自治会，小学校区，中学校
区，１３地区の整合が取れて
ない地区がある。将来に向け
て見直しても良いのではない
か。

　行政サービスの地区とコミュニ
ティなどの地区については現状で違
いがあり，市民生活への影響やサー
ビスの効率性等を考慮し，市民の皆
さんとの意見交換を図りながら，望
ましい方向性について検討していき
ます。

17 ２ 取組の方
法について

　自治会の役割が重要になっ
てくる反面で担い手は減少し
ているので，担い手を増やす
取組を進めていただきたい。

　自治会・町内会の役割の重要性と
加入者，担い手の減少については，
ご意見のとおりと課題として認識し
ています。その中で，まずは自治
会・町内会の重要性について認識を
いただき，加入を促進するよう取組
を進めています。

18 ３ 計画体系
等について

　重点でない施策や事業が担
当部署の事業計画に盛り込ま
れない可能性がある。

　個別の事業計画については，市政
運営の総合指針における基本方針の
長期的な視点や各分野の課題を踏ま
え，必要な事業を盛り込むこととな
ります。

19 ３ 計画体系
等について

　重点施策，重点事業におい
て横断的連携がなされず，藤
沢６５２号線の工事が進む反
面，藤沢本町駅の機能改善は
行われていない。重点施策と
しても関連づいていない。

　面的な整備については，都市マス
タープランや地区計画において示さ
れるものとして整理しています。市
政運営の総合指針においては，計画
期間で，特に緊急かつ重点的に取り
組む施策，事業を位置づけていま
す。
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№ 区分 内容 回答
20 ３ 計画体系

等について
　藤沢宿を中核としたまちづ
くりの目標やゴールがなく，
それぞれの考え方でそれぞれ
がバラバラに事業展開を行っ
ているため，総合的な成果に
つながらない。

　藤沢宿を中核としたまちづくりに
ついては，地域からの提言等を踏ま
え，地域の資源を継承し，にぎわい
の創出につなげていくことを目標と
しており，この目標を共有しなが
ら，行政と地域の皆さんとの協働に
より進めています。集約的な事業展
開を図るよりも，取組に携わる皆さ
んの気運や共感を大切にしながら，
取り組んでいきます。

21 ３ 計画体系
等について

　各部門での具体的な事業計
画の策定に反映できるよう，
上位計画としての方針，理念
を明確に示すべきである。

　市政運営の総合指針は，長期的な
市政の目標や姿を位置づけながら，
緊急かつ重要な取組の方向性を示す
ものとしております。個別の事業計
画の上位に位置づけてはおりません
が，取組の方向性や考え方は全庁的
に共有すべきものとしております。
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   はじめに 

 

市政運営にあたっては，将来に向けての課題や見通しを踏まえながら進めていく

ことが重要です。そこで，藤沢市の現状と見通し及び特性を示します。 

 

１ 藤沢市の現状と見通し 

 

(１) 人口動態 

２０１６年（平成２８年）１０月に発表された「平成２７年国勢調査人口等基

本集計結果」によると，日本の総人口は１億２，７０９万人で，１９２０年（大

正９年）の調査開始以来，初めての減少となりました。 

国立社会保障・人口問題研究所が２０１２年（平成２４年）１月に行った「日

本の将来推計人口」においては，日本の総人口は減少傾向が続き，２０１０年（平

成２２年）の国勢調査による１億２，８０６万人から２０３０年（平成４２年）

には１億１，６６２万人となるものと推計されています。 

また，同研究所が２０１３年（平成２５年）３月に行った「日本の地域別将来

推計人口」において，神奈川県の人口は，２０１０年（平成２２年）の国勢調査

による９０４万８，０００人から２０３０年（平成４２年）には８８３万３，０

００人に減少するものと推計されています。 

２０１０年（平成２２年）の国勢調査をもとに行った「藤沢市将来人口推計」

においては，２０３０年（平成４２年）に藤沢市の人口は約４３万８００人でピー

クを迎え，その後ゆるやかに減少に転じます。人口ピーク時の６５歳以上の人口

は約２６．６％，７５歳以上の人口は約１６．１％，０～１４歳の人口は約１０．

４％となり，それ以降も少子化，高齢化が進むことが予測されます。また，世帯

数は，高齢者や非婚者をはじめとする単身世帯化がさらに進むことにより，人口

の増減に関わらず増加を続け，２０３５年（平成４７年）に約１９万５，０００

世帯でピークとなります。 

なお，様々な施策を展開する上で，実際の人口動態について注視していく必要

があり，将来にわたって都市の活力を維持するという観点から，人口が減少する

前に総合的かつ有効な施策を進め，できる限り現在の人口規模を維持していくこ
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とが重要となります。 

 

(２) 財政状況 

全国の地方自治体の福祉，学校教育，消防，道路や河川等の社会基盤の整備を

はじめとした生活に密接に関連する行政事業の経費は，平成２８年度地方財政計

画における歳入歳出総額の規模で，通常収支分については，８５．８兆円となっ

ています。その一方で，地方財政の財源不足は，約５．６兆円に達しており，地

方財政の借入金残高は，平成２８年度末見込みで１９５．８兆円となり，わずか

に減少しつつありますが，平成３年度と比較して約３倍となっています。 

藤沢市の財政は，国が定める健全化判断比率においては，実質赤字比率，連結

実質赤字比率，実質公債費比率，将来負担比率のいずれも類似都市平均，全国都

市平均からみても良好な状態にあり，現在は十分な健全性を保っています。 

一方で，歳入の根幹をなす市税収入は平成２６年度の７９８億円からほほ横ば

いの状況が続いており，平成２８年度は７９５億円を見込んでいます。歳出（支

出）については，義務的経費のうち，人件費についてはほぼ横ばい傾向にある中

で，生活保護，児童福祉，障がい者福祉などの扶助費は，平成１７年度には１６

１億円であったものが，平成２７年度には３５３億円と，１０年間で約２．２倍

に急増しています。歳出全体に占める割合も，平成１７年度に１４．１％であっ

たものが，平成２７年度では２５．８％を占めるまでになっており，２倍近い増

となっています。また，投資的経費についても平成２５年度以降，公共施設の老

朽化等への対応により増加傾向にあります。 

 

(３) 土地利用 

藤沢市都市マスタープラン（２０１１年（平成２３年）３月改定）において，「藤

沢駅周辺」「辻堂駅周辺」「湘南台駅周辺」「健康と文化の森」「片瀬・江の島」「（仮

称）村岡新駅周辺」の６つを都市拠点と位置づける中で，鉄道と道路により，拠

点間の連結と藤沢市の骨格となる東西，南北方向の交通軸を形成し，「海」「河川」

「谷戸」「斜面緑地」「農地」等の自然空間を資源として機能させながら，土地利

用を進めてきました。また，都市的な土地利用においては，産業，住居，都市基

盤施設の調和が引き続き求められるとともに，自然的な土地利用においては，自
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然空間の保全，活用と緑地空間のネットワーク化が必要となっています。 

今後も都市の活力を維持するためには，都市的土地利用と自然的土地利用のバ

ランスを保ちながら，環境負荷の低減や移動の円滑化，ユニバーサルデザイン，

景観等に配慮したまちづくりを進める必要があります。 

 

２ 藤沢市の特性 

 

(１) 自然環境・歴史・文化・人材 

藤沢市は，美しい湘南海岸に面し，気候温暖な住みやすい都市です。中世には，

時宗総本山遊行寺開山の地として，江戸時代には，東海道五十三次の６番目の宿

場町としてにぎわいを見せ，浮世絵にも多く描かれた江の島は，風光明媚な景勝

地として栄えました。明治，大正時代には，鵠沼が別荘地となり，多くの文人，

財界人を集めるなど，歴史と文化の薫る都市としての一面も持っています。この

ように藤沢市は，人をひきつけ，多くの偉大な先人たちを輩出するとともに，現

在も多彩な人材が藤沢市に関わっており，あたたかさ，やさしさ，熱意を持った

多くの市民が藤沢市を支えています。 

 

(２) 都市としての性格 

藤沢市は，首都圏に位置し，交通の利便性等を背景に，住宅都市，商・工業都

市，農水産業都市の性格をあわせ持つ，多彩で多様な都市です。工業では研究開

発型施設の進出，商業では大型ショッピングモールの開業，農業では地産地消の

推進等，活力ある都市の顔をみせています。また，海水浴客も含め，年間観光客

数は１，８００万人を超える観光都市でもあり，さらに４つの大学のある学園都

市としての性格も加わり，バランスのとれた都市機能を有する湘南の中心的都市

として発展を続けています。 

 

(３) 市民自治 

藤沢市では，「地区市民集会」から「くらし・まちづくり会議」，「地域経営会議」，

そして「郷土づくり推進会議」へと，３０年以上にわたって市民の市政参画，市

民自治の取組が進められ，こうした取組の経験も踏まえ，様々な地域活動が展開
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されています。 

また，ボランティア，ＮＰＯ等の活動も盛んであり，歴史的な街なみや景観の

保全・形成，地域の特色ある子育て支援や生涯学習の拠点づくり等，多くの市民

活動が進められています。 
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   第１章 基本方針 

 

１ 策定の背景と意義 

 

総合計画は，長期にわたって総合的かつ計画的に行政運営を進め，より効果的に

事業を展開することを目的として策定され，改定を続けてきましたが，現在の社会

経済情勢と行財政運営においては，長期的な事業単位までの行政計画の策定は大変

難しくなっています。一方で，各分野での個別計画の策定が進むことで計画的な行

政運営は定着しています。 

こうしたことから，市民ニーズに基づいた課題の緊急性，重要性を捉え，限られ

た財源を効果的，効率的に配分し，政策効果を高めた事業展開が図られるよう，総

合計画に替わる仕組みとして，平成２５年度に「藤沢市市政運営の総合指針２０１

６」を策定しました。 

この「藤沢市市政運営の総合指針２０１６」の期間の終了に伴い，これまでの取

組や評価，意見等を踏まえ，「藤沢市市政運営の総合指針２０１６」を「藤沢市市政

運営の総合指針２０２０」として改定するものです。 

 

２ 構成と期間 

 

この指針は，新たな仕組みとして，喫緊の課題に対応した分かりやすいものとす

るため，本編と別冊に区分し，また市長任期にあわせた期間とします。 

 

(１) 構成 

  【本編】 

指針の本編は，第１章「基本方針」と第２章「重点方針」で構成します。 

第１章「基本方針」では，「策定の背景と意義」，「構成と期間」，第２章で示す

「重点方針」の前提となる「長期的な視点」としての「めざす都市像」と「基本

目標」を明らかにします。 

第２章「重点方針」では，「長期的な視点」を踏まえた上で，喫緊に取り組む重

点課題を抽出し，その課題に対応する「まちづくりテーマ」，「重点施策」等を示
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します。 

  【別冊】 

別冊は，重点施策の実現に向けた「重点事業」等を「事業集」として，指針の

背景となるデータや見直し時に活用する指標等を「資料集」として，それぞれま

とめます。 

 

(２) 期間 

この指針の期間は，平成２９年度から平成３２年度までとします。 

以降は，４年ごとに見直し，改定することとします。 

 

３ 長期的な視点 

 

藤沢市の現状と課題を踏まえ，概ね２０年先を見据えた「長期的な視点」として，

「藤沢市市政運営の総合指針２０１６」における「めざす都市像」と「基本目標」

を継承して，次のとおり定めます。 

 

(１) めざす都市像 

藤沢市には，自然，歴史，産業，市民文化等様々な面で強みがあり，市民一人

ひとりが，自分の個性にあったライフスタイルや都市の魅力を見つけられる良さ

があります。これらは，経済情勢や社会の変化にも柔軟に対応できるということ

にもつながっています。 

こうした藤沢市の特長を生かしながら，市が将来に向け描く都市の姿を「めざ

す都市像」として位置づけます。 

 

【めざす都市像】 

 郷土愛あふれる藤沢 ～松風に人の和うるわし 湘南の元気都市～ 

 

市民一人ひとりが藤沢市を郷土として心から愛し，生き生きと暮らすことがで

きる都市を目指します。それは，先人たちが積み上げてきた歴史や伝統を誇りに

思い，将来に向かって人の和が藤沢市を築き上げていくことであると考えます。 
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松風と藤の香りに包まれた都市，歴史と文化の薫る都市，産業の栄える都市，

安全で暮らしやすい都市…こうした魅力ある都市の姿を大切にしながら理想の市

政を進め，あらゆる元気を創り出す藤沢市を築きます。 

 

(２) 基本目標 

「めざす都市像」を実現するために８つの「基本目標」を位置づけます。この

基本目標に沿った取組が相互に連携することにより，バランスのとれた都市の姿

を維持し，発展することを目指します。 

基本目標は，藤沢市の現状と課題，特性等を踏まえた上で，市の施策，事業を

進めるにあたり，基本となる方向性を示すものとします。 

 

  【安全な暮らしを守る】 

○ 市民生活に甚大な被害を及ぼす地震・津波に対しては，阪神・淡路大震災，

東日本大震災，熊本地震を教訓とした対策をより充実させる必要があります。 

○ 都市型の突発的かつ局地的な豪雨や大型台風の発生等，近年頻発する異常気

象に対する風水害対策に取り組む必要があります。 

○ 手口が巧妙化する振り込め詐欺，高齢者や自転車利用者の交通事故，情報化

社会の進展に伴う個人情報の漏えい等の市民生活における様々な不安要因を軽

減する取組が求められています。 

 

危機管理を充実させ，地震・津波災害，風水害，都市災害対策への総合的な取

組，消防・救急体制の充実，業務継続へのさらなる対応を図るとともに，地域と

連携した防犯活動や交通安全運動，情報セキュリティの強化等を一層推進するこ

とにより，市民の生命と財産を守り，不安がなく，安全で安心な暮らしを実感で

きる都市を目指します。 

 

  【文化・スポーツを盛んにする】 

○ 藤沢市には，旧東海道の宿場町，江の島参詣の地としての歴史があり，また，

史跡名勝地や歴史的建造物，祭り等多くの有形・無形の文化財があります。こ

れらの歴史や文化，景観は，藤沢市の財産として次代に，しっかりと保全・継
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承していく必要があります。 

○ ライフスタイルの多様化や価値観の変化から，「豊かさ」の尺度が経済的価値

から生活の質的価値へと変化してきています。市民の持つ高い文化水準や東京

２０２０オリンピック競技大会・セーリング競技の開催を背景に，市民自らの

文化芸術活動，すべての市民の生涯学習・スポーツ活動を支援することにより，

豊かさを実感できる暮らしにつなげていく必要があります。 

 

歴史的，文化的な資源，景観を保全・継承し，市民による文化芸術活動や生涯

学習・スポーツ活動等をさらに盛んにすることにより，市民一人ひとりが日頃か

ら文化・スポーツを楽しみ，歴史や文化を大切にし，郷土への誇りや愛着を実感

できる都市を目指します。 

 

【豊かな環境をつくる】 

○ 美しい湘南海岸や緑豊かな相模野台地とそこに恵みをもたらす２つの河川と

谷戸などの自然環境は，藤沢市の貴重な財産です。都市景観の維持向上や温室

効果ガスの低減，減災等の観点からも，これらの豊かな自然の保全・継承に努

めていく必要があります。 

○ より一層の海，河川の水環境の保全に向けて，下水道等の安全性，快適性，

持続性の維持，推進に向けた取組を着実に進める必要があります。 

○ 豊かな自然環境と様々な地域の資源を次代に継承するため，環境教育の推進

を図るとともに，市民との協働による環境美化，環境保全への取組につなげて

いく必要があります。 

○ 市民一人ひとりができる取組として，地域における３Ｒ※活動をさらに推進し，

引き続き廃棄物の減量・資源化や最終処分量の削減に努めるとともに，超高齢

社会における市民のごみ排出への負担軽減を図る必要があります。 

○ 安全・安心なエネルギー対策という点から，再生可能エネルギーやエネルギー

の地産地消への関心と導入の機運が高まっており，地球温暖化対策，環境負荷

                         
※ ３Ｒ Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース：発生抑制），Ｒｅｕｓｅ（リユース：再利用），Ｒｅｃｙｃｌｅ（リ

サイクル：再生利用）の頭文字のＲをとったもの。まず，ごみの発生量を減らす（Ｒｅｄｕｓｅ）こ
とから始めて，次に使えるものは何回も繰り返し使う（Ｒｅｕｓｅ），そして使えなくなったら原材
料として再生利用（Ｒｅｃｙｃｌｅ）するという考え方をいいます。 
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の低減を図るためにも，取組の充実が求められています。 

 

環境に対する意識を高め，良好な自然環境や生活環境を保全し，向上させると

ともに，循環型社会形成の推進やエネルギーの地産地消と効率的利用を進めるこ

とにより，持続的で豊かな環境を実感できる都市を目指します。 

 

  【子どもたちを守り育む】 

○ 近年，未婚化や晩婚化，出産年齢の上昇等の様々な要因によって，全国的に

少子化が進行し続けています。核家族化の進展や地域とのつながりの希薄化に

よって，子育てへの負担や不安，孤立感が高まっており，少子化の要因の一つ

となっていることから，こうした不安などの解消に向けた子育て環境の充実が

必要となっています。 

○ 社会の情勢や環境の変化等から，子どもの貧困も大きな課題となっています。

生活支援や経済的支援が必要な子どもたちへの対応策を充実するとともに，教

育相談体制や教育環境の整備をはじめとする学校教育活動の充実に加え，学校，

教育機関，家庭，地域社会の連携が求められています。 

○ 教育のＩＣＴ化をはじめ，学校における教育活動の充実を図り，子どもたち

が楽しく学びながら，思考力，判断力，表現力等を豊かにし「生きる力」を一

層育んでいく必要があります。 

○ 不登校，ニート，ひきこもり等，子ども・若者を取り巻く問題が深刻化して

おり，困難を有する若者の社会参加と自立を支援する必要があります。 

○ 総合教育会議での協議に基づき，教育の根本として定めた「ふじさわ教育大

綱」をもとに，地域での支えあいや学びあいと，そこで形成されるネットワー

クを大切にする取組が求められています。 

 

すべての家庭が安心して子育てができる環境や子どもたち自らが「生きる力」

を備える環境を整備するとともに，地域全体で子どもたちを見守り，支えあう社

会を構築し，健やかな成長を実感できる都市を目指します。 
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【健康で安心な暮らしを支える】 

○ 超高齢社会が進展する中，保健，医療，福祉，介護に対する関心が高まって

います。「予防」の視点も踏まえながら健康づくりや健康寿命の延伸に努め，心

と体の健康を維持し，地域で自立した生活を送ることへの支援が一層重要とな

ります。 

○ 「２０２５年問題※」に象徴される社会保障や経済への不安も増大しており，

総合的な対策が求められています。 

○ 日々の生活が安心して続けられるよう，「藤沢型地域包括ケアシステム※」に

よる地域で支えあう福祉の仕組みづくりと充実した生活支援サービスの提供を

進める必要があります。 

○ 市民の安心を確保するため，市民病院においては，かかりつけ医と連携を図

りながら，救急医療をはじめ，専門的で高度な医療を提供できる体制が求めら

れています。 

○ 障がいの有無にかかわらず，個人として主体性が尊重され，地域で自立した

暮らしができるよう，必要な人に必要なサービスや支援を提供できる体制づく

りが求められています。 

 

住み慣れた地域で，生涯を通じて健康で，安心して暮らし続けられるよう，き

め細かな保健，医療，福祉，介護をさらに充実し，健康を増進することにより，

健やかで安心な暮らしが実感できる都市を目指します。 

 

【地域経済を循環させる】 

○ 藤沢市は，これまでの企業誘致の取組や地域に根ざした企業活動等により，

活発な地域経済を育む基盤があります。一方で，経済のグローバル化による企

業の海外移転等が進む状況を踏まえ，地域経済の活力を維持し，雇用を確保す

                         
※ ２０２５年問題 団塊の世代が２０２５年頃までに後期高齢者（７５歳以上）に達することによって，

介護，医療費等の社会保障関係費の急増等が懸念されることをいいます。 
※ 藤沢型地域包括ケアシステム 子どもから高齢者，障がい者，生活困窮者等，誰もが住み慣れた地域

で，その人らしく安心して暮らし続けることができるよう，地域における自立した生活を支援するた

め，各地区の特性を生かし，市民や地域で活動する団体，関係機関等と連携しながら，本人の状態に

応じて，保健・医療・福祉・介護・予防・生活支援を一体的に提供する仕組みをいいます。 
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るため，成長産業分野や新産業創出への先駆的かつ先導的な支援，中小企業に

対する経営支援等を積極的に進める必要があります。 

○ 地域の消費経済のさらなる活性化の基盤として，また超高齢社会における地

域での暮らしを支える基盤として，生活関連サービスの充実や商店街の一層の

振興が重要となります。 

○ 湘南の中心商業地として発展し続けるため，藤沢駅周辺等の商業機能の強化

が求められています。 

○ 食の安全と安心を高め，生産者と消費者の懸け橋となる地産地消，６次産業

化を推進し，厳しい経営環境にある都市農業と水産業を守り育てる必要があり

ます。 

○ 我が国有数の景勝地である「江の島」を中心とした観光産業は，市内の基幹

産業の一つとして成長し，年間観光客数は１,８００万人以上となっています。

国内外からの誘客をさらに進め，「選ばれる藤沢市」となることで，観光関連産

業を維持，発展させる必要があります。 

 

湘南海岸をはじめ，北部の豊かな自然環境，恵まれた交通基盤等の資源を生か

し，商業，工業，農水産業，観光等，様々な産業が一体となって地域経済を循環

させることにより，市民が活力と魅力を実感できる都市を目指します。 

 

  【都市基盤を充実する】 

○ 藤沢市では６つの都市拠点地区への機能集積を図りながら，拠点を結ぶ鉄道，

道路等の整備促進による利便性の向上と自然環境との調和の両立を進めてきて

います。これからも，都市の活力と人口を維持するため，「藤沢駅周辺地区」の

再整備をはじめとする都市拠点の充実とさらなる活性化に向けた取組が求めら

れています。 

○ 交通アクセスの向上等の都市基盤の整備にあたっては，環境負荷を低減する

ことや，超高齢社会における移動の円滑化が求められています。 

○ 高度経済成長期に整備された道路，河川，下水道等の都市基盤施設や公共建

築物は，老朽化対策，超高齢社会に対応した機能の充実・強化，規模の適正化

等が必要となります。 
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○ 超高齢化，人口減少，国際化，情報化の進展等に対応した住みよい都市の形

成の視点から，豊かで安定した住生活環境の確保が求められています。 

 

これまでに設置した都市基盤施設について長寿命化を含めた再整備をさらに進

めるとともに，将来にわたって都市の活力を維持するための新たな基盤整備と土

地利用を促進することにより，都市としての優位性を高め，便利で快適な生活を

実感できる都市を目指します。 

 

  【市民自治・地域づくりを進める】 

○ 藤沢市では，「地区市民集会」にはじまり，「郷土づくり推進会議」に至る先

進的な市民の市政参画，市民自治の取組が進められてきました。今後もこれら

の経験や実績を生かし，さらに市民との協働による市政運営を一層進めていく

ことが必要となります。 

○ 地域では自治会・町内会をはじめとする様々な活動団体によって，市民生活

に根ざした取組が積極的に進められています。今後も超高齢化や単身世帯の増

加等による地域におけるコミュニティの希薄化が懸念されていることから，地

域を支える担い手を育成し，多様な活動をさらに促進していくことが求められ

ています。 

○ 市民によるボランティア，市民団体，ＮＰＯ法人等の活動も盛んに行われ，

魅力や特色を生かした地域づくりが展開されている中で，市，市民，団体等の

多様な主体が目的や意識等を共有し，マルチパートナーシップのもとに取組を

さらに充実させていくことが重要となります。 

○ 一人ひとりの人権を尊重し，あらゆる人が共同してつくる平和な社会の実現

に向けて，市民，地域社会の質的な成熟を目指していく必要があります。 

 

市民の市政参画と市民自治を時代に即した形で発展させ，市民活動と地域づく

りをさらに充実させることにより，市民が中心となったまちづくりを実感できる

都市を目指します。 
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   第２章 重点方針 

 

「第１章 基本方針」においては，総合計画に替わるこの指針の意義と構成，重

点方針の前提となる「長期的な視点」を位置づけてきました。そのうち「長期的な

視点」については，「めざす都市像」と「基本目標」を示し，これから２０年程度の

期間の中で，すべての事務事業において共通して目指すべき方向性と目標を明らか

にしました。 

「第２章 重点方針」においては，この「長期的な視点」を踏まえ，喫緊に取り

組む重点課題を抽出，整理し，「まちづくりテーマ」として設定するとともに，「ま

ちづくりテーマ」に対応する「重点施策」を位置づけます。 

なお，「重点施策」に基づく「重点事業」は，別冊の『事業集』に位置づけます。 

 

１ 取組の考え方 

 

重点施策の実現に向けて，取組の考え方を示します。 

また，この考え方は，重点施策，重点事業だけでなく，計画期間において，すべ

ての事業の共通の価値観，方向性とすることで，取組の効果と効率性を高めます。 

 

 (１) マルチパートナーシップの推進 

市民，市民団体をはじめ，大学などの教育機関，県や他市町村といった行政機

関，企業などの民間機関は，地域で様々な取組を進めています。 

少子超高齢社会，人口減少社会に向けては，これらの主体的な取組と役割を相

互に認め，尊重する中で，協働して取り組む必要があります。 

マルチパートナーシップとはこうした役割と協働の姿であり，多様な主体が市

民生活における暮らしやすさや藤沢への誇りなどの目標を共有し，さらに連携を

深めるよう一層の推進を図ります。 

 

 (２) 地域福祉の充実と地域の拠点形成 

少子超高齢社会，人口減少社会では，子どもから高齢者，障がい者，生活困窮

者も含め，誰もが住み慣れた地域で，その人らしく安心して暮らし続けることが
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できるよう，支えあいの地域づくりを進めることが重要になってきます。 

また，藤沢市では市民センター・公民館を中心とする１３地区を行政区域とし

ており，地域の特性を生かしながら，主体的な市民活動が行われてきました。 

こうしたことから，市民や地域で活動する団体・関係機関等の多様な主体と行

政が協働し，市全域といった広域的な視点からの「地域の取組を支える体制づく

り」と市民センター・公民館を中心とする「地域特性を生かした支えあいの地域

づくり」を進めていく「藤沢型地域包括ケアシステム」を推進することが重要と

なります。 

この「藤沢型地域包括ケアシステム」の仕組みを前提に，都市基盤をはじめ，

文化，地域経済，環境など，生活者の視点から多角的に取組を進めるとともに，

１３地区における相談，サービスの拠点形成と機能の充実を図ります。 

 

 (３) 横断的連携 

庁内各部がそれぞれ個別に施策に取り組むだけでなく，一つの課題に対して複

数の部・局が横断的に取り組む中で，施策の方向性をあわせ，目的を共有するこ

とにより，施策の効果や取り組む事業の効率性を高めていきます。 

 

２ まちづくりテーマ 

 

長期的な視点を踏まえながら，市民意識調査の結果や「２０２５年問題」におけ

る概括的課題，市長公約等をもとに，緊急かつ重点的に取り組む課題として，５つ

の重点項目とその方向性を整理します。 

 

 (１) 安全で安心な暮らしを築く 

市民の安全な暮らしを守るため，地震，津波，風水害，都市災害をはじめ，交

通事故や犯罪，テロなど，市民の生命と財産，生活を脅かすリスクを低減すると

ともに，事前の防災や減災，災害早期の初動体制にも対応し，災害や危機に強い

まちづくりを推進する必要があります。 
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 (２) 「２０２０年」に向けてまちの魅力を創出する 

地域の活性化や新たな価値の創出等により市民生活の豊かさを醸成するため，

東京２０２０オリンピック・パラリンピックを好機と捉え，スポーツ文化の定着

やボランティアの促進，観光関連産業の振興，都市の魅力づくり，国際交流と多

文化共生の推進等に取り組む必要があります。 

 

 (３) 笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる 

核家族化の進展や地域とのつながりの希薄化，子どもの貧困の深刻化等，子ど

も・子育てをめぐる社会環境が大きく変化する中で，すべての子どもたちが笑顔

で健やかに育つ子育てしやすい環境づくりが求められています。 

また，子どもたち一人ひとりが他者への思いやりや豊かな心を育み，人と人と

の関わりを大切にする力を養うことも必要です。 

困難を有する子ども・若者に対しては，個々に寄り添いながら，社会全体で自

立へ向けた支援を行う必要があります。 

 

 (４) 健康で豊かな長寿社会をつくる 

超高齢化が進展する中で，保健，医療，福祉，介護などの社会保障は，市民の

安心や社会の安定に大きな役割を果たしています。一方で，雇用，家族形態，コ

ミュニティの希薄化などの変化への対応が求められています。 

自らの健康づくりなど，「自助」の取組の重要性を踏まえた上で，公的な扶助や

社会福祉によって必要な生活保障を行っていくことも必要です。 

また，こうした取組の礎となる「人と人とのつながり」を大切にする支えあい

の地域づくりを一層推進する必要があります。 

 

 (５) 都市の機能と活力を高める 

都市としての持続性を維持しながら藤沢の魅力や活力を高めるため，新たな基

盤形成や都市施設の長寿命化，更新を計画的に進める必要があります。 

また，市民生活に欠かすことのできない自然環境との共生や居住環境の維持保

全，市民が移動しやすい環境の整備，地域経済の循環を一層進めていく必要があ

ります。 



 

16 

３ 重点施策 

 

まちづくりテーマに基づき，計画期間において特に重点的に取り組む施策を示し

ます。 

 

 

 まちづくりテーマ１ 

  「安全で安心な暮らしを築く」 

地震，津波，風水害，都市災害をはじめ，交通事故や犯罪，テロなどへの対策

を充実するとともに，事前の防災や減災にも対応するまちづくりを推進します。 

 

 (１) 災害対策の充実 

市民の生命，財産を守るため，災害リスクを認識した防災，減災の視点から，

地震・津波対策，風水害対策，土砂災害対策等を推進します。【総務部（防災安全

部），計画建築部，土木部（道路河川部，下水道部）】 

 

 (２) 危機管理対策の推進 

国際化が急速に進展する中で，市民生活における健康や環境など，様々な脅威

に対応するため，危機管理対策を推進します。さらに，東京２０２０オリンピッ
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ク競技大会・セーリング競技会場としてテロ対策，消防・救急体制の強化に取り

組みます。【消防局】 

 

 (３) 防犯・交通安全対策の充実 

地域での犯罪を抑止する環境整備として，地域，駅前，商店街，不法投棄重点

監視箇所への防犯カメラの増設を推進します。また，交通安全対策として，自転

車を中心に交通ルール・マナーの啓発に取り組むとともに，歩道と自転車の利用

環境の整備を推進します。【市民自治部（防災安全部），経済部，土木部（道路河

川部）】 

 

 まちづくりテーマ２ 

  「『２０２０年』に向けてまちの魅力を創出する」 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックに多くの市民が関わり，希望や元

気を得て，都市の持続的な活力となるよう，スポーツ，ボランティア，観光関連

産業の振興，都市の魅力づくり，国際交流と多文化共生等の取組を推進します。 

また，オリンピックレガシーの創出に向けて，多様な魅力の創造，発信に重点

的に取り組みます。 

 

 (１) 市民参加型オリンピックの推進・パラリンピックの支援 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックを市民一人ひとりが実感，共感を

もって迎えられるよう，「見る」「楽しむ」「応援する」「支える」といった市民参

加の取組を推進します。また，この機会をとらえ，市民ボランティア活動のすそ

野を広げる取組を推進します。【企画政策部，生涯学習部】 

 

 (２) オリンピック・パラリンピックを契機とした都市の魅力（レガシー）の創出 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックの経験や感動を藤沢市の魅力や価

値として継承していくため，都市環境の整備や教育，文化芸術活動を推進します。

また，年間観光客２，０００万人の実現を目指し，東京２０２０オリンピック・

パラリンピックを見据えた観光誘客を推進します。【生涯学習部，企画政策部（経

済部），経済部，計画建築部，教育部】 
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 まちづくりテーマ３ 

  「笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる」 

次代を担う子どもたちの心身の健康と「生きる力」を育むため，妊娠期からの

各段階に応じた子育て支援や教育環境の整備を推進します。また，貧困の連鎖を

断ち切るための子どもの貧困対策を推進するとともに，ニート・ひきこもり等の

困難を有する若者の社会参加や自立を支援する取組を進めます。 

 

 (１) 子どもたちの笑顔あふれる学校教育の推進 

様々な課題を抱えた子どもたち一人ひとりのニーズに応え，ともに学び，とも

に育つ学校教育を推進します。また，豊かな心，確かな学力，健やかな体を育む

ための学校教育を目指すとともに，新たな学びの環境を充実します。【教育部】 

 

 (２) 子どもの健やかな成長に向けた支援の充実 

安心して子育てができるよう，保育をはじめとする環境整備や子どもの健やか

な成長と子育て家庭のそれぞれの状況に応じた支援の充実を図ります。【子ども青

少年部】 

 

 (３) 支援を必要とする子ども・若者への支援の充実 

社会の複雑化や多様化等により子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し，子

どもの貧困やニート，ひきこもり等，困難を有する子ども・若者の増加が大きな

課題となっていることから，総合的な相談体制や生活支援，経済的支援等の取組

を充実します。【子ども青少年部，経済部，教育部】 

 

 まちづくりテーマ４ 

  「健康で豊かな長寿社会をつくる」 

すべての市民が健康と生きがいをもって，住み慣れた地域でいつまでも元気に，

安心して暮らすことができるよう，在宅医療・在宅介護，相談・支援等の充実を

図り，支えあう地域を築くとともに，健康増進の取組を促進することで，健康で

豊かな長寿社会を実現します。また，自治会・町内会をはじめ，様々な主体と連
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携し，人と人とのつながりを大切にする地域づくりを推進します。 

 

 (１) 多様な主体による支援の充実 

高齢者，障がい者，生活困窮者をはじめ，すべての市民がその人らしい生活を

送ることができるよう，交流の場づくりや担い手づくりを推進するとともに，相

談体制や支援の充実を図ります。【福祉部（福祉健康部）】 

 

 (２) 健康寿命日本一に向けた健康増進・介護予防等の促進 

健康寿命日本一に向けて，健康増進や認知症予防に取り組むとともに，若い世

代からの生活習慣の見直しや受動喫煙防止などの環境整備を進めます。【保健医療

部（福祉健康部），都市整備部】 

 

 (３) コミュニティの活性化による持続的な地域づくりの推進 

多様な主体が協力しながら役割を担っていくコミュニティと地域社会を形成す

るため，市民団体，ＮＰＯ等の活動を支援し，行政との協働事業を推進します。

また，地域の活性化を図るため，自治会・町内会をはじめとする地域団体の支援

や，地域人材の育成，各地区の地域まちづくりを推進します。【市民自治部，生涯

学習部，福祉部（福祉健康部）】 

 

 まちづくりテーマ５ 

  「都市の機能と活力を高める」 

暮らしやすい藤沢と魅力ある地域を創造するため，ハード，ソフト両面からの

社会基盤の整備を進め，都市としての持続性と活力を高める取組を推進します。

特に，都市基盤の長寿命化や更新を進め，老朽化に対応する取組を充実します。 

 

 (１) 都市基盤の充実と長寿命化対策の推進 

少子超高齢社会への対応や総人口の維持に向けて，自然と調和しつつ市民生活

と市内経済を支える都市基盤の充実を図るため，都市拠点の形成，公共施設等の

再整備を推進します。【企画政策部，財務部，市民自治部，環境部，経済部，計画

建築部，都市整備部，土木部（道路河川部，下水道部），教育部】 
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 (２) 誰もが移動しやすい交通体系の構築 

高齢者や障がい者をはじめ，誰もが移動しやすい交通体系の構築を目指し，「藤

沢市交通マスタープラン」等に基づき，拠点間や拠点と地域を結ぶネットワーク

の構築による身近な交通環境づくりを推進します。【計画建築部】 

 

 (３) 自然との共生に向けた環境保全の推進・エネルギーの地産地消の推進 

豊かな自然と共生する社会の実現に向けて，三大谷戸の保全をはじめ，都市の

持続的発展に向けた環境の保全を推進するとともに，ごみ焼却発電による余剰電

力の活用など，エネルギーの地産地消を推進します。【環境部，都市整備部】 

 

 (４) 市民生活に不可欠な社会資本・経済環境の整備 

社会的に共通な資本としての都市基盤だけでなく，生活に密着した経済的な資

本などを活性化するため，住生活環境や商店街，新産業等の経済環境の整備を推

進します。【計画建築部，経済部】 

 

４ 重点施策実現に向けた財政見通し 

 

重点施策を実現するための財政見通しとして，この指針の期間における歳入は，

地方税の制度改正などからわずかな減少を見込んでおり，その後のさらなる市税収

入の減少等を考慮すると，増収に寄与する的確な都市の基盤整備への投資や基金の

一層の活用などによる将来的な財源確保策の構築が必要となります。 

一方，歳出においては扶助費の継続的な増加や公共施設，道路，下水道等の老朽

化対策などが見込まれるため，より効率的な予算執行と計画的な事業運営を進めな

がら，重点施策の実現を図る必要があります。 

これらの状況を踏まえた一般会計（事業費ベース）の歳入歳出の見通しとして，

表１では市税をはじめとする５年間の歳入見込を表しています。 

表２では歳出見込として，人件費や生活保護法，児童福祉法などに基づく経済的

援助などの扶助費，借入金を返済するための経費である公債費からなる義務的経費

を集計しています。表中の一般行政経費・政策的経費計（③）は，歳入見込（表１
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－①）から義務的経費（②）を差し引いた額であり，経常的な事業を含めた事業に

充当可能な額となります。 

この充当可能額の中で，重点施策を具現化していくための重点事業を実施してい

きます。 

加えて，第２次公共施設再整備プラン第２期短期プランや重点事業以外の普通建

設事業の中期見込みとも整合を図りながら，行財政改革と密接に連携し，改革によ

る効果額を反映させていきます。 

 

表１ 歳入の状況 

 

表２ 歳出の状況 

 

 

 

（単位：百万円）

（歳入見込）
29年度
推計

30年度
推計

31年度
推計

32年度
推計

33年度
推計

79,498 78,425 78,485 78,132 76,154

個人市民税 31,386 31,319 31,052 30,847 30,645

法人市民税 5,047 5,046 5,012 4,459 3,629

固定資産税 31,886 31,079 31,430 31,819 31,065

その他市税 11,179 10,981 10,991 11,007 10,815

6,597 3,763 4,169 2,786 2,716

15,598 15,598 15,598 17,448 17,448

36,460 33,113 33,865 35,019 33,895

17,330 8,569 11,113 13,874 11,526

歳入見込計（①） 155,483 139,468 143,230 147,259 141,739

市債

市税

繰入金・繰越金

その他歳入

国県支出金

（単位：百万円）

（歳出見込）
29年度
推計

30年度
推計

31年度
推計

32年度
推計

33年度
推計

72,925 75,136 78,255 80,227 81,898

人件費 26,649 27,107 28,273 28,501 28,315

扶助費 38,375 39,900 41,425 42,950 44,475

公債費 7,901 8,129 8,557 8,776 9,108

一般行政経費・政策的経費計（③＝①－②） 82,558 64,332 64,975 67,032 59,841

義務的経費計（②）

「表１ 歳入の状況」，「表２ 歳出の状況」は，行政改革等特別委員会

（平成２８年１１月１６日開催）の資料３「中期財政フレーム（平成２９

～３３年度・一般会計・一般財源ベース）」をもとに，事業費ベースで記載

したものです。 

平成２９年度当初予算可決後に各年度の数値を更新します。 
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５ 評価 

 

重点施策の評価は指標を設定し，市民満足度をはじめとする「市民意識調査」に

より行います。また，重点施策に基づく重点事業の評価は，事務事業評価と連動し

て実施し，その中で事業の効率性を高め，適切な改善を図るとともに，確実な進捗

管理を行います。 

 

６ 重点施策の実現に向けた重点事業 

 

重点施策の実現を図るための個別の取組は，「重点事業」として重点施策ごとにま

とめ，別冊の「事業集」に示します。 

重点事業は，まちづくりテーマと重点施策の実現を図ることを目的として，指針

の期間において重点的に取り組むものであり，事業費，人的コストの重点的な投入

や事業の組織横断的な検討により対応していきます。 

また，各年度の重点事業費についても，別冊の「事業集」に事業費ベース，一般

財源ベースで集計するとともに，毎年度更新していきます。 

 

 



平 成 ２ ９ 年 ２ 月 ８ 日

議員全員協議会 資料４

 

重点事業（案）の概要について 

 

 最終案における重点事業数及び事業費については，次のとおりです。なお，平成

２９年度事業費については現時点での予算見込，平成３０年度～３２年度事業費に

ついては平成２９年度予算見込を前提とした見積額となっています。 

 

１ 事業数 

まちづくりテーマごとの重点事業数については次のとおりです。 

 

重点事業数等一覧 

まちづくりテーマ 重点事業数 

１ 安全で安心な暮らしを築く １１

２ 「２０２０年」に向けてまちの魅力を創出する １２

３ 笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる １１

４ 健康で豊かな長寿社会をつくる ３４

５ 都市の機能と活力を高める ２５

合  計 ９３

※ 重点事業数には予算を伴わないものを含みます。 

 

２ 全体事業費 

現在，一般会計事業のみを重点事業としていますが，重点施策，重点事業の強

化を図るため，特別会計事業についても，今後の行財政改革の取組効果等を踏ま

えながら，毎年度の見直しの中で調整していきます。 

  

1



全体事業費の状況 

 

※ 「（参考）一般行政経費・政策的経費計」は，資料３「（仮称）藤沢市市政運

営の総合指針２０２０」本編（案）の２１ページに記載の額で，経常的な事業

を含めた事業に充当可能な額となります。 

 

 

（単位：千円）

平成29年度
見込額

平成30年度
見積額

平成31年度
見積額

平成32年度
見積額

期間合計

１
安全で安心な暮らしを
築く

1,095,450 1,672,439 1,405,873 1,094,404 5,268,166

２
「２０２０年」に向け
てまちの魅力を創出す
る 347,243 455,990 2,066,215 1,067,488 3,936,936

３
笑顔と元気あふれる子
どもたちを育てる

2,149,726 2,766,458 2,938,284 2,924,050 10,778,518

４
健康で豊かな長寿社会
をつくる

602,927 706,507 723,533 785,399 2,818,366

５
都市の機能と活力を高
める

19,042,648 9,872,039 12,292,953 12,080,521 53,288,161

合　　計

23,237,994 15,473,433 19,426,858 17,951,862 76,090,147

（参考）
一般行政経費・政策的
経費計

82,558,000 64,332,000 64,975,000 67,032,000 278,897,000

2



市政運営の総合指針重点事業（案）一覧

29年度
見込額

30年度
見積額

31年度
見積額

32年度
見積額

　(1) 災害対策の充実

1 防災設備等整備事業費 総務部（防災安
全部） 260,453 490,547 271,376 211,376 1,233,752

2 危機管理対策事業費 総務部（防災安
全部） 4,556 13,627 1,316 1,316 20,815

3 建築物等防災対策事業費 計画建築部

45,004 120,933 140,760 157,800 464,497
4 住宅環境整備事業費(鵠沼住宅） 計画建築部

64,616 0 0 0 64,616
5 橋りょう改修費 土木部（道路河

川部） 346,364 266,000 435,000 457,000 1,504,364
6 橋りょう架替事業費 土木部（道路河

川部） 200,858 228,918 188,984 73,441 692,201
7 一色川改修費 土木部（道路河

川部） 100,924 79,025 190,175 85,225 455,349

8 大規模震災等対策強化事業費 消防局

14,697 26,122 25,976 24,200 90,995

9 防犯対策強化事業費 市民自治部（防
災安全部） 17,366 34,026 36,966 32,066 120,424

10 商店街経営基盤支援事業費
（街路灯LED化・防犯カメラ）

経済部

13,294 23,241 10,320 9,480 56,335
11 自転車駐車場整備費 土木部（道路河

川部） 27,318 390,000 105,000 42,500 564,818

　(1) 市民参加型オリンピックの推進・パラリンピックの支援

12 オリンピック開催準備関係費 企画政策部（生
涯学習部） 35,438 48,000 88,000 93,000 264,438

13 （公財）藤沢市みらい創造財団
スポーツ事業関係費（オリン
ピック・パラリンピック関連事
業費分）

生涯学習部

1,201 1,204 1,210 1,240 4,855
14 ビーチバレー大会開催関係費 生涯学習部

11,000 11,000 11,000 11,000 44,000
15 都市親善費 企画政策部

4,156 4,200 4,200 5,000 17,556

　(2) オリンピック・パラリンピックを契機とした都市の魅力（レガシー）の創出

16 シティプロモーション関係費 企画政策部（経
済部） 14,926 14,926 14,926 14,926 59,704

17 誘客宣伝事業費 経済部

44,157 44,157 44,157 44,157 176,628
18 湘南藤沢フィルム・コミッショ

ン事業費
経済部

23,729 28,859 23,729 28,859 105,176
19 郷土文化推進費（藤澤浮世絵館

の管理運営事業費分）
生涯学習部

60,787 60,787 60,787 60,787 243,148
20 （公財）藤沢市みらい創造財団

芸術文化事業関係費（文化プロ
グラム等事業費分）

生涯学習部

78,496 57,333 50,291 88,496 274,616
21 文化行事費 生涯学習部

5,797 9,950 7,950 7,950 31,647
22 アートスペース運営管理費 生涯学習部

66,752 65,559 65,559 65,559 263,429
23 江の島地区周辺整備事業費 計画建築部

804 110,015 1,694,406 646,514 2,451,739

まちづくりテーマ２　「２０２０年」に向けてまちの魅力を創出する

指針期間
総事業費

(29～32年度)

まちづくりテーマ１　安全で安心な暮らしを築く

　(2) 危機管理対策の推進

　(3) 防犯・交通安全対策の充実

№ 重点事業（事務事業）名 所管部等

事業費（千円）
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29年度
見込額

30年度
見積額

31年度
見積額

32年度
見積額

指針期間
総事業費

(29～32年度)
№ 重点事業（事務事業）名 所管部等

事業費（千円）

　(1) 子どもたちの笑顔あふれる学校教育の推進

24 児童支援体制充実事業費 教育部

17,957 31,425 31,425 31,425 112,232
25 校務支援システム構築事業費

（小学校）
教育部

85,856 117,931 140,994 140,994 485,775

　(2) 子どもの健やかな成長に向けた支援の充実

26 法人立保育所施設整備助成事業
費

子ども青少年部

87,277 87,277
27 市立保育所整備費

（辻堂保育園再整備事業）
子ども青少年部

19,076 440,683 538,000 598,000 1,595,759
28 法人立保育所運営費等助成事業

費
子ども青少年部

1,824,398 1,996,256 2,025,499 2,069,363 7,915,516
29 放課後児童クラブ整備事業費 子ども青少年部

77,525 140,301 160,344 40,086 418,256
30 小児医療助成費 子ども青少年部

　(3) 支援を必要とする子ども・若者への支援の充実

31 子どもの生活支援事業費 子ども青少年部

8,124 8,124 8,124 8,124 32,496
32 子ども・若者育成支援事業費 子ども青少年部

11,666 11,666 11,666 11,666 46,664
33 就労支援事業費(ユースワークふ

じさわ）
経済部

16,884 16,884 16,884 16,884 67,536
34 奨学金給付事業費 教育部

963 3,188 5,348 7,508 17,007

　(1) 多様な主体による支援の充実

35 藤沢型地域包括ケアシステム推
進事業費

福祉部（福祉健
康部） 1,091 1,287 1,091 1,091 4,560

36 生活困窮者自立支援事業費 福祉部（福祉健
康部） 100,309 105,120 119,120 126,120 450,669

37 地域生活支援事業費（相談支援
事業）

福祉部（福祉健
康部） 81,986 99,229 99,229 112,301 392,745

38 介護人材育成支援事業費 福祉部（福祉健
康部） 12,046 15,075 18,784 18,784 64,689

　(2) 健康寿命日本一に向けた健康増進・介護予防等の促進

39 健康づくり推進事業費 保健医療部（福
祉健康部） 75,576 75,576 75,576 75,576 302,304

40 がん検診事業費 保健医療部（福
祉健康部） 17,681 17,858 30,000 30,300 95,839

41 公園改修費 都市整備部

156,095 215,583 207,719 237,500 816,897

　(3) コミュニティの活性化による持続的な地域づくりの推進

42 市民活動支援施設運営管理費 市民自治部

59,331 59,006 59,006 71,148 248,491
43 公益的市民活動助成事業費 市民自治部

2,000 2,000 2,000 2,000 8,000
44 市民協働推進関係費 市民自治部

9,021 13,446 16,105 16,105 54,677
45 地域の縁側等地域づくり活動支

援事業費
福祉部（福祉健
康部） 38,003 44,640 45,607 45,860 174,110

46 六会地区まちづくり事業費(六会
市民センター)

市民自治部

1,534 1,915 1,625 1,635 6,709
47 公園改修費（地域執行分）　(六

会市民センター)
市民自治部

6,329 6,000 6,000 6,000 24,329
48 片瀬地区地域まちづくり事業費

(片瀬市民センター)
市民自治部

3,204 3,204 3,204 3,204 12,816

まちづくりテーマ３　笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる

まちづくりテーマ４　健康で豊かな長寿社会をつくる
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29年度
見込額

30年度
見積額

31年度
見積額

32年度
見積額

指針期間
総事業費

(29～32年度)
№ 重点事業（事務事業）名 所管部等

事業費（千円）

49 明治地区まちづくり事業費(明治
市民センター)

市民自治部

1,617 1,797 1,897 1,897 7,208
50 御所見地区地域まちづくり事業

費(御所見市民センター)
市民自治部

598 598 598 598 2,392
51 遠藤まちづくり推進事業費(遠藤

市民センター)
市民自治部

244 344 244 344 1,176
52 長後地域活性化事業費　(長後市

民センター)
市民自治部

1,541 1,420 1,360 1,360 5,681
53 辻堂地区地域まちづくり事業費

(辻堂市民センター)
市民自治部

942 942 578 578 3,040
54 道路維持管理業務費（地域執行

分）(辻堂市民センター)
市民自治部

979 979 979 979 3,916
55 善行地区まちづくり事業費(善行

市民センター)
市民自治部

1,513 931 931 931 4,306
56 湘南大庭地域まちづくり事業費

(湘南大庭市民センター)
市民自治部

553 6,553 6,553 6,553 20,212
57 道路維持管理業務費（地域執行

分）(湘南大庭市民センター)
市民自治部

3,275 2,804 3,206 2,830 12,115
58 道路改修舗装費（地域執行分）

(湘南大庭市民センター)
市民自治部

2,866 2,592 2,592 2,592 10,642
59 公園改修費（地域執行分）(湘南

大庭市民センター)
市民自治部

2,827 2,646 2,646 0 8,119
60 湘南台地域まちづくり事業費(湘

南台市民センター)
市民自治部

1,241 1,241 1,241 3,741 7,464
61 鵠沼地区まちづくり事業費(鵠沼

市民センター)
市民自治部

1,431 1,431 1,431 1,431 5,724
62 公園改修費（地域執行分）(鵠沼

市民センター)
市民自治部

1,905 4,423 0 0 6,328
63 藤沢地区まちづくり事業費(藤沢

公民館)
生涯学習部

2,591 2,387 2,061 2,061 9,100
64 緑地改修事業費（地域執行分）

(藤沢公民館)
生涯学習部

3,300 3,600 0 0 6,900
65 公園改修費（地域執行分）(藤沢

公民館)
生涯学習部

5,441 5,441 5,441 5,441 21,764
66 村岡いきいきまちづくり事業費

(村岡公民館)
生涯学習部

2,709 2,539 2,809 2,539 10,596
67 道路改修舗装費（地域執行分）

(村岡公民館)
生涯学習部

1,948 2,600 2,600 2,600 9,748
68 公園改修費（地域執行分)(村岡

公民館)
生涯学習部

1,200 1,300 1,300 1,300 5,100

　(1) 都市基盤の充実と長寿命化対策の推進

69 庁舎等整備費 財務部

14,743,138 1,579,711 2,117,750 0 18,440,599
70 労働会館整備費 経済部

1,833,047 2,565,197 0 0 4,398,244
71 善行市民センター改築事業費 市民自治部

79,982 188,157 1,666,401 109,924 2,044,464
72 辻堂市民センター改築事業費 市民自治部

561,312 356,495 2,495,469 747,368 4,160,644
73 一般廃棄物中間処理施設整備事

業費
環境部

34,455 506,000 749,000 465,943 1,755,398
74 鵠南小学校改築事業費 教育部

8,522 78,240 197,360 1,447,040 1,731,162
75 六会中学校屋内運動場改築事業

費
教育部

44,135 267,365 568,400 80,000 959,900
76 公共資産活用関係費 企画政策部

22,302 6,809 3,719 3,719 36,549
77 公共施設再整備関係費 企画政策部

0 5,500 5,500 5,500 16,500

まちづくりテーマ５　都市の機能と活力を高める
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29年度
見込額

30年度
見積額

31年度
見積額

32年度
見積額

指針期間
総事業費

(29～32年度)
№ 重点事業（事務事業）名 所管部等

事業費（千円）

78 都市マスタープラン等関係費 計画建築部

542 3,176 0 0 3,718
79 藤沢駅周辺地区再整備事業費 都市整備部

666,956 3,678,060 3,491,787 8,000,000 15,836,803
80 健康と文化の森整備事業費 都市整備部

51,319 94,200 270,700 337,300 753,519
81 長後地区整備事業費 都市整備部

75,625 95,620 26,740 170,370 368,355
82 市道新設改良費（藤沢652号線） 土木部（道路河

川部） 456,387 101,902 365,342 156,049 1,079,680
83 市道新設改良費（バリアフリー

事業）
土木部（道路河
川部） 244,513 92,500 95,780 148,940 581,733

　(2) 誰もが移動しやすい交通体系の構築

84 総合交通体系推進業務費 計画建築部

49,990 91,238 81,798 66,798 289,824

　(3) 自然との共生に向けた環境保全の推進・エネルギーの地産地消の推進

85 健康の森保全再生整備事業費 都市整備部

36,090 10,431 20,431 210,431 277,383
86 自然環境共生推進事業費 都市整備部

9,351 10,800 9,400 3,600 33,151
87 地球温暖化対策関係事業費 環境部

0 0 0 0 0

　(4) 市民生活に不可欠な社会資本・経済環境の整備

88 住宅政策推進費 計画建築部

6,177 10,000 0 0 16,177
89 空き家対策関係費 計画建築部

12,354 18,834 13,154 13,154 57,496
90 新産業創出事業費 経済部

39,669 40,522 40,690 40,853 161,734
91 ロボット産業推進事業費 経済部

25,127 25,127 25,127 25,127 100,508
92 地域密着型商業まちづくり推進

事業費
経済部

17,415 17,415 17,415 17,415 69,660
93 担い手育成支援事業費 経済部

24,240 28,740 30,990 30,990 114,960

23,237,994 15,473,433 19,426,858 17,951,862 76,090,147

※　所管部等の括弧書きは，組織改正後の所管部になります。

※　事業費欄の「0」は事業費なし，空欄は事業費未定です。

合　　　計
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